
会員になるには

ファミ・サポが中学校卒業までご利用
いただける場合があります。
（令和3年6月より開始）

　ファミリー・サポート・センター事業とは、子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と援助
を行いたい方（提供会員）が会員になって一時的に子どものお世話を有料で行う事業です。

　津山ファミリ―・サポート・センターで登録できます。
援助の申し込み受付・援助する会員の調整等はセン
ターにいるアドバイザー（調整役）が行います。

援助できる内容

津山ファミリー・サポート・センターは、
補償保険に加入しています。

提供会員・両方会員の方には、
子育てに関する講習があります。

入会金・会費は必要ありません。

　保育施設や児童クラブ等への送迎、保育施設の開
始前や終了後の援助、親が病院へ通院する時・急用
時の預かり等。

利用料金は

＊サポート終了後、依頼会員から提供会員へ直接支払います。
＊依頼内容によっては、食事代などの実費がかかる場合もあります。
※ファミリー・サポート・センター事業（送迎のみの利用を除く）は幼児教育・保育の無償化の対象です。
　ただし、町の「保育の必要性の認定」が必要です。また、お子さんの年齢により上限額があり、世帯の課税状況等によっては
無償化の対象とならない場合もあります。鏡野町保健福祉課にお問い合せください。

会員の種類は
子育てを応援してほしい方…………依頼会員
　０才から小学6年生までのお子さんをお持ちの方。
子育てを応援したい方………………提供会員
　健康で、子育ての援助に理解と熱意をお持ちの方。
依頼会員・提供会員の
両方を兼ねることもできます………両方会員

ファミリー・サポート・センター事業について
令和３年
4月1日
から
「こうのとり支援事業」が変わりました！

　津山ファミリー・サポート・センター
（通称：ファミ・サポ）は、依頼会員を提供
会員が寄り添い支えていく有償のボラン
ティア組織です。
● 開館時間：
　　月・水～金曜日：午前10時～午後7時
　　土曜日・日曜日：午前10時～午後6時
● 休館日：毎週火曜日、祝日、年末年始

月～金曜
午前7時～午後7時 １時間あたり 500円

月～金曜
午前7時以前・午後7時以降 １時間あたり 700円

土・日・祝日・年末年始 １時間あたり 700円
軽度の病児 １時間あたり 700円

活動の前には、アドバイザーも立ち会い、
会員さん同士の顔合わせを津山ファミ
リー・サポート・センターで行います。

津山ファミリー・サポート・センターのしくみ津山ファミリー・サポート・センターのしくみ

〒708-8520 津山市新魚町17 アルネ・津山5Ｆ　津山男女共同参画センター「さん・さん」内
電話（0868）31-8753　FAX（0868）31-2534
※開館時間外のお問い合せは、 鏡野町保健福祉課　子育て支援係　担当：榎本
　電話（0868）54-2986  FAX（0868）54-2891

お問い合せ・申込み先

　小学校卒業までに登録し利用していた子ど
もさんで、その後もサポートが必要な状況が
続き、サポートできる提供会員がおられる場
合などには、継続してご利用いただけます。
　まずは、津山ファミリー・サポート・セン
ターへご相談ください。

津山ファミリー・サポート・センター

鏡野町保健福祉課　子育て支援係　担当 ： 榎本
電話（0868）54－2986　FAX（0868）54－2891

お問い合せ先

　「こうのとり支援事業」とは、お子様の誕生を希望されながらもお子様を授かる事が難しい
方に対して、その治療に係る費用の一部を助成する事業です。
　鏡野町では、不妊治療や不育治療の充実を図るため、「こうのとり支援事業」の実施要綱に
ついて、令和３年４月１日から助成対象者や助成回数の条件などの改正を行いました。
　事業の改正点は、大きく以下の３点になります。

　鏡野町こうのとり支援事業実施要綱の改正により、助
成対象の条件を以下のとおり変更しました。

改正点① 助成対象者の条件が変わります
　鏡野町こうのとり支援事業実施要綱の改正により、以
下の条件のいずれかに該当する場合は、助成回数及び受
診年数のリセットができるようになりました。

改正点② 助成回数及び受診年数のリセットができます

　今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲
に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没
者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。

〇特別弔慰金の趣旨
　額面25万円　５年償還の記名国債
〇支給内容

　令和５年３月31日まで
　※請求期間を過ぎると第11回特別弔慰金を受
けることができなくなりますので、ご注意
ください。

　※請求者が居住する市町村になります。

〇請求期間

　鏡野町保健福祉課　（0868）54-2986
　奥津振興センター　（0868）52-2211
　上齋原振興センター（0868）44-2111
　富振興センター　　（0867）57-2111

〇請求窓口

　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和２年４月１日（基準
日）において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没
者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や
父母等）がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひ
とりに支給されます。
1令和２年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族援護法による弔
慰金の受給権を取得した方
2戦没者の子
3戦没者等の①父母　②孫　③祖父母　④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件
を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有し
ていた方に限ります。

〇支給対象者

　助成対象者の条件の確認を行うため、申請に係る審査は、
申請した年度の６月１日から開始していましたが、令和
３年４月からはいつでも審査ができるようになりました。
※申請は、当該治療に係る治療費の支払が完了した日の属する年
度の末日までに行ってください。ただし、3月15日から３月31日
までに支払いを終了した場合は、翌月15日まで申請が可能です。

改正点③ 審査がいつでもできるようになりました

※上記２件の全てに該当する方が助成の対象となり
ますが、世帯のどなたかが町民税などの税を滞納
されている場合は、助成ができません。ただし、
完納すると申請できます。

●申請日において、夫婦の双方又はいずれか一方が
町内に１年以上継続して住所があること。（夫婦
とは、事実婚関係にある方も含みます。）
●この事業に申請する治療に対して、岡山県を除
き、他の市町村から同様の助成金等を支給されて
いないこと。

〈新たな助成対象の条件〉

●出産した場合。
●妊娠１２週以降に死産に至った場合。

〈リセットの条件〉

特別弔慰金は、ご遺族を代表するおひとりが受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が
責任を持って行うことになります。
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